
　

問市民部総務課交通安全係…☎０５５（２３７）５３０３

　１人あたり年額 300 ～ 500円の掛金で、万が一
交通事故に遭ってけがや障がいを抱えたり、 お亡く
なりになった際に、お見舞金（２～ 100万円）をお
支払いします。

ワンコインで家族を守る！ワンコインで家族を守る！

※４月１日以降は自治会・金融機関での申込はできません。本庁舎４階市民部総務課交通安全係
　または各窓口センターにお申し込みください。令和５年１月１日以降に転入・出生などの異動
　があった方は、お問い合わせください

　令和５年度 市・県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療
保険料の申告を受け付けています。申告期限が近くなると会場は大変混雑
しますので、早めの申告をお願いします。

 受付時間（正午～午後１時は受付していません）
●本 会 場➡午前８時 30 分～正午、午後１～４時
●出張会場➡午前８時 30 分～正午、午後１～３時
※ LINE から事前予約が可能です
　（詳しくは『広報こうふ２月号』６ページをご覧ください）
※１時間ごとに人数制限を設けて受付を行います
※３月 15 日㈬までは、市役所本庁舎では申告の受付は
　できません

▲友だち登録

令和５年度（令和４年分）

申告は申告は
お済みですか？お済みですか？

申告書提出時にはマイナンバーカードマイナンバーカードを持参！

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、下記❶❷の両方が必要
❶番号確認書類《次のいずれかの書類》
□ 通知カード
□ マイナンバーが記載された住民票の写しや
　 住民票記載事項証明書

❷身元確認書類《次のいずれかの書類》
□ 顔写真付きの身分証明書
□ 公的医療保険の被保険者証　など

日程 会場
１日㈬～15日㈬ 総合市民会館１階

山の都アリーナ（本会場）
１日㈬～３日㈮ 北公民館（出張会場）
６日㈪・８日㈬ 西公民館（出張会場）
９日㈭・10日㈮ 東公民館（出張会場）

（火・土曜日は除く）

３月 １日～15日の日程詳細

おねがいおねがい
ご来場の際は、マスク着用や手指消毒、検温など基本的な感染
対策にご協力ください。

甲府税務署からのお知らせ

問甲府税務署…☎０５５（２５４）６１０５（代表）

≪申告書作成会場の開設日程≫
開設期間：３月15 日㈬まで（土・日曜日は除く）
時　　間：受付➡午前８時 30 分～午後４時
　　　　　　　　    （提出は午後５時まで）
　　　　　相談➡午前９時～午後５時
                       ※混雑回避のために「入場整理券」を配付
会　　場：甲府税務署５階会議室（丸の内１ー１ー 18）

「甲府市交通災害共済」「甲府市交通災害共済」

  広報こうふ　　　８

令和５年度

家族そろって加入しましょう！

0101

　自転車やバイクでの転倒といった
単独事故や当て逃げ事故など、相手方
のいない交通事故も対象です。

0202

加入申込書（ご自宅に郵送）に記入し、自治会（組）を通してまたは個人で、
金融機関窓口へ

金融機関窓口に３月31日㈮まで
※会費を取りまとめ、金融機関に納付する自治会（組）は、各自治会（組）が定める申込期日

申込

申込
期限

一斉加入期間

３月
１日㈬～31日㈮

相手方のいない事故も対象！相手方のいない事故も対象！

３月 15 日㈬まで➡ 　市民税課（申告会場直通）…☎０５５（２２４）４０５９
３月 16 日㈭から➡ 　市民税課（本 庁 舎 ３ 階）…☎０５５（２３７）５３９８

問
問

※郵送の場合は、各書類の写しを添付してください

   申告・納税の期限
所得税および復興特別所得税、贈与税　３月 15 日㈬
個人事業者の消費税および地方消費税　３月 31 日㈮

   振替納付日（振替前日までに残高の確認をお願いします）
所得税および復興特別所得税 　　 ４月 24 日㈪
個人事業者の消費税および地方消費税　４月 27 日㈭


